
様式（第５条関係） 
会 議 録 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回文化財保護審議会 

開 催 日 時 
令和３年５月２６日（水） 
開会：午前１０時００分 ～ 閉会：午前１１時５０分 

開 催 場 所 産業文化会館 ２A 会議室 

出席者（委員） 
氏 名 

劒持和夫（委員長）・福島伸悦・石島きく江・板垣時夫・深沢尚樹 
・中野万紀子・高野明人・重田正夫 

欠席者（委員）  

氏 名       
関義則・三澤茂 

事 務 局 文化財保護課長  中島洋一・主事 大久保敦史 

会 議 内 容 別紙会議録のとおり 

会 議 資 料 

・令和３度第１回文化財保護審議会次第 
・行田市文化財保護審議委員 
・各種委員会委員の推薦について 
・令和２年度の文化財保護行政について（報告） 
・令和３年度の文化財保護行政について  

そ の 他 必 要 
事 項 
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❉市民憲章唱和（新型コロナウイルス対策のため省略） 
 

 
１．開 会 

 
２．委嘱状の交付について 
前任者の加藤委員が南河原小学校長から異動したことに伴

い、新たに同小学校長に就任した高野委員が新任となったた

め、委嘱状を交付した。 

 
３．委員長あいさつ（劔持委員長） 

 
４．議事 （劔持委員長が議事進行） 

 
はじめに「（１）各種委員会委員の推薦について」に関して事

務局から説明をお願いする。 

 
＜資料に基づいて説明を行う＞ 

 
「日本遺産推進協議会委員」に関して立候補者について確認す

る。 

 
＜立候補者なし＞ 

 
 事務局案はどうか 

 
 下記の事務局案を提案し、信任された。 
 日本遺産推進協議会委員：劔持 委員長 

 
 
続いて「（２）令和２年度文化財保護行政について（報告）」に

関して事務局から説明をお願いする。 

 



事務局 

 
議長 
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議長 
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＜資料に基づいて報告を行う＞ 

 
 事務局から説明があったが、各委員何か質問や意見はあるか。 

 
（意見・質問） 
ヴェールカフェの運営資金に市から補助金を出しているのか。

「補助金が出て良いね」という評判を知人から聞いた 

 
行田市から補助金は出していない。運営者が運営資金を負担し

ている。 

 
（ヴェールカフェの運営が厳しく、定休日を増やしたという事

務局の説明に対して） 
行こうと思っても、休みのため行けないことがあった。売上を増

やすためには、いつでも開いている形が良いのでないか。 

 
定休日以外でも従業員が子育てしている母親が多いため、休み

にしなければならない日が発生している。営業中に子どもを店

内でみるための従業員も必要なため、人件費が通常より多くな

るというのを聞いている。 

 
管理や修繕に対する費用も運営者が負担しているのか。 

 
修繕費用は文化財保護課が負担している。電気や水道等の光熱

費は運営開始当初の計画どおり、今年度から運営者が負担して

いる。 

 
 
続いて「（３）令和２年度文化財保護行政について」に関して

事務局から説明をお願いする。 

 
＜資料に基づいて説明を行う＞ 

 
 事務局から説明があったが、各委員何か質問や意見はあるか。 
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事務局 

 
 

（意見・質問） 
今年度から策定準備を始める「文化財保存活用地域計画」につい

て詳しく説明してほしい。 

 
市内文化財保護のマスタープランの様なものとして理解して頂

きたい。未指定文化財を含めての保存・活用の推進や近年少なく

なっている地域の文化財の担い手を育成する目的もある。 

 
（審議委員を務めており、既に「文化財保存活用地域計画」策定

の計画を進めている白岡市の事例について） 
行田市や秩父市（白岡市同様、既に計画を進めている市）と違

い、白岡市は文化財の数が多くない。そのため、各々の文化財を

「鎌倉街道」や「新井白石関連」等のストーリーから面的に捉

え、計画を作成した。文化財の数が多い場合、選定も大変な作業

となる。 

 
「文化財保存活用地域計画」と「日本遺産」の様に、文化財をス

トーリーを作成して面的に保存・活用していく手続きより、市内

の文化財の所在や内容などの総合的なデータベースを作成して

いく様な、基礎調査の部分が文化財にとっては大切ではないか。 

 
今回の「文化財保存活用地域計画」策定には、これまでの市史編

さん作業でストックしてきたものをデータ化、活用していくと

いう意味合いも含まれている。 

 
続いて「（４）その他」に関して何かあるか。無ければ事務局

から何かあるか。 

 
視察研修についてだが、今年度は現在のコロナ情勢下を鑑みて

実施しない方向で考えている。一同に了承を頂きたい。 

 
（一同、了承） 

 
佐間天神社の市指定文化財である欅群にアオサギが巣を作り、

鳥害に悩まされている。鳥害を防ぐために昨年度に天神社が欅

群の剪定を行ったが、その際に巣やヒナが地面に落ちてしまっ



 

 
 
 
 
 
 
深沢委員 

 
 
 
議長 

た。今年度もアオサギが巣を作り始めており、天神社も予算の限

界があり、どのように対応したら良いかという相談が市にあっ

た。審議委員の意見を聞き、可能であれば樹木の専門である深沢

委員に現地を確認して頂き、今後の管理方法を審議委員会で検

討したい。 

 
現地を確認したい。 
アオサギ自体は大きい鳥で見応えがあり、どこか広く市民に公

開できる場所に生息地を移すことが出来れば良いと思う。 

 
事務局と深沢委員の間で日程を調整して現地を確認し、管理方

法を検討してほしい。 

 
他にあるか。無いようであれば、これで議事は終了とする。 

 
７．閉会 


